
予算や法的な制約、要望を踏まえて建物全体の基本的な平面・立面・断面計画を行います。
計画の内容につきましては、ご納得のいくまで変更・調整を行います（回数に制限は御座いません）。
※工事費はこの段階では詳細に及ぶ設計がなされない為、おおよその概算見積もりしか算出できません。

初回の提案までは無料です。
初回の提案を気に行って頂け、2回目以降の提案を
希望される場合は設計監理契約を締結させて頂いて
おります。設計監理契約を締結した時点で初回の支
払が発生します。


